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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の所定部位を含む三次元領域に関するボリュームデータを取得するデータ取得ユ
ニットと、
　前記ボリュームデータにおいて複数の平面の各々に含まれる前記所定部位の輪郭を抽出
し、前記各平面において抽出された前記所定部位の各輪郭の論理和により前記所定部位の
輪郭線を計算する計算ユニットと、
　を具備する医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記計算ユニットは、前記複数の平面を実質的に平行に設定する請求項１記載の医用画
像診断装置。
【請求項３】
　前記計算ユニットは、前記所定部位の各輪郭を所定の平面に投影した場合の前記輪郭線
を計算する、請求項１又は２に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　三次元領域に関するボリュームデータを取得するデータ取得ユニットと、
　前記ボリュームデータに対して領域抽出処理を実行することにより所定部位の輪郭を抽
出し、前記所定部位の断面積が最大となる断面を設定し、当該断面を所定の平面に投影し
た場合の前記所定部位の実寸の輪郭線を計算する計算ユニットと、
　を具備する医用画像診断装置。
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【請求項５】
　前記計算ユニットは、前記輪郭線に基づいて前記所定部位を手術する場合に利用される
手術予定線をさらに計算し、
前記所定部位の輪郭線及び前記手術予定線の少なくとも一方を出力する出力ユニットを備
える請求項１乃至４のいずれか一項に記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　前記計算ユニットは、前記輪郭線に基づいて前記所定部位を手術する場合に利用されえ
る手術予定線をさらに計算し、前記所定部位の輪郭線及び前記手術予定線の少なくとも一
方を出力ユニットに対して出力する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の医用画像診断
装置。
【請求項７】
　前記計算ユニットは、前記輪郭線と所定幅のマージン量とを用いて、前記手術予定線を
計算する請求項５又は６に記載の医用画像診断装置。
【請求項８】
　前記出力ユニットは、前記手術予定線及び前記所定部位の輪郭線のうちの少なくとも一
方を、被検体の体表面に貼付可能な紙に印刷する請求項５乃至７のいずれか一項に記載の
医用画像診断装置。
【請求項９】
　前記出力ユニットは、前記手術予定線及び前記所定部位の輪郭線のうちの少なくとも一
方を、被検体の体表に投影する請求項５乃至７のいずれか一項に記載の医用画像診断装置
。
【請求項１０】
　前記出力ユニットは、前記ボリュームデータの取得の際に用いられる超音波プローブの
位置を基準として、前記手術予定線及び前記所定部位の輪郭線のうちの少なくとも一方を
、前記被検体の体表に投影する請求項５乃至７のいずれか一項に記載の医用画像診断装置
。
【請求項１１】
　前記出力ユニットは、前記手術予定線及び前記所定部位の輪郭線のうちの少なくとも一
方を、生体を傷つけないレーザーを用いて前記被検体の体表に出力する請求項５乃至７の
いずれか一項に記載の医用画像診断装置。
【請求項１２】
　前記データ取得ユニットが、被検体の所定部位を含む三次元領域を超音波走査すること
で、前記三次元領域に関するボリュームデータを取得する、請求項１乃至１１のいずれか
一項に記載の医用画像診断装置。
【請求項１３】
被検体の所定部位を含む三次元領域に関するボリュームデータにおいて複数の平面の各々
に含まれる前記所定部位の輪郭を抽出し、前記各平面において抽出された前記所定部位の
各輪郭の論理和により前記所定部位の輪郭線を計算する計算ユニットを具備する医用画像
処理装置。
【請求項１４】
　被検体の所定部位を含む三次元領域を超音波走査し、前記三次元領域に関するボリュー
ムデータを取得するデータ取得ユニットと、
　前記ボリュームデータにおいて少なくとも一つの平面に含まれる所定部位の輪郭線と、
前記所定部位の手術する場合に利用される手術予定線とを計算する計算ユニットと、
　前記被検体と前記ボリュームデータの取得の際に用いられる超音波プローブとの間に配
置された熱感紙又は音感紙に対して、前記超音波プローブから照射される超音波ビームが
、前記手術予定線及び前記所定部位の輪郭線のうちの少なくとも一方を描出するように、
前記データ取得ユニットを制御する制御ユニットと、
　を具備する医用画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　例えば手術前や治療前において、手術対象部位や治療対象部位をマーキングする際に用
いられる超音波診断装置、医用画像診断装置、超音波画像処理装置、医用画像処理装置、
超音波診断システム及び医用画像診断システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や
胎児の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査が
行えるほか、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比べて小さく、ベ
ッドサイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便である。また、超音波診断装
置はＸ線などのように被曝の影響がなく、産科や在宅医療等においても使用することがで
きる。
【０００３】
　また、この様な超音波診断装置は、そのリアルタイム性の高さから、画像診断のみなら
ず、手術前或いは手術中の支援等にも使用されている。例えば、超音波画像によって、手
術直前に摘出予定の病変部を再確認したり、周囲の血管の位置などを確認することで、切
開方法などの計画が可能となっている。特に乳癌の手術等においては、手術予定線のマー
キングにも多く使用されている。
【０００４】
　ここで、マーキングとは、手術直前に切開する場所などを決定するために、術者により
、腫瘍（病変部等）の位置と大きさや手術予定線を、体表（乳房表面）にインクペンで描
くことにより実行される（なお、マーキングからは、厳密な深さ情報は取得できない）。
また、必要に応じて、切開部位やアプローチの方法なども体表にマーキングされる。腫瘍
形状のマーキングは、病変の周囲辺縁についての超音波画像を数十回に分けて取得し確認
しながら描いているのが現状である。
【０００５】
　しかしながら、従来の手術前等における病変部及び手術予定線予定線のマーキングにお
いては、病変の周囲辺縁についての超音波画像を数十回に亘って取得し、注意深く病変の
辺縁を正確に確認する必要がある。このため、マーキング自体に手間と時間がかかり、手
術時における作業効率の低下を招いている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、病変部、手術予定線等のマーキングを支
援し、より簡単且つ迅速なマーキングを実現可能とする超音波診断装置、医用画像診断装
置及び医用画像処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の医用画像処理装置は、被検体の所定部位を含む三次元領域に関するボ
リュームデータを取得するデータ取得ユニットと、前記ボリュームデータにおいて複数の
平面の各々に含まれる前記所定部位の輪郭を抽出し、前記各平面において抽出された前記
所定部位の各輪郭の論理和により前記所定部位の輪郭線を計算する計算ユニットと、を具
備している。
　請求項４に記載の医用画像診断装置は、三次元領域に関するボリュームデータを取得す
るデータ取得ユニットと、前記ボリュームデータに対して領域抽出処理を実行することに
より所定部位の輪郭を抽出し、前記所定部位の断面積が最大となる断面を設定し、当該断
面を所定の平面に投影した場合の前記所定部位の実寸の輪郭線を計算する計算ユニットと
、を具備している。
　請求項１３に記載の医用画像処理装置は、被検体の所定部位を含む三次元領域に関する
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ボリュームデータにおいて複数の平面の各々に含まれる前記所定部位の輪郭を抽出し、前
記各平面において抽出された前記所定部位の各輪郭の論理和により前記所定部位の輪郭線
を計算する計算ユニットを具備している。
　請求項１４に記載の医用画像診断装置は、被検体の所定部位を含む三次元領域を超音波
走査し、前記三次元領域に関するボリュームデータを取得するデータ取得ユニットと、前
記ボリュームデータにおいて少なくとも一つの平面に含まれる所定部位の輪郭線と、前記
所定部位の手術する場合に利用される手術予定線とを計算する計算ユニットと、前記被検
体と前記ボリュームデータの取得の際に用いられる超音波プローブとの間に配置された熱
感紙又は音感紙に対して、前記超音波プローブから照射される超音波ビームが、前記手術
予定線及び前記所定部位の輪郭線のうちの少なくとも一方を描出するように、前記データ
取得ユニットを制御する制御ユニットと、を具備している。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、本実施形態に係る手術予定線マーキング支援機能に従う処理（手術予定
線マーキング支援処理）の流れを示したフローチャートである。
【図３】図３は、ボリュームレンダリング画像における位置を示す情報（位置マーカ）を
含んだ走査断面位置付きＶＲ画像の一例を示した図である。
【図４】図４は、実寸の手術予定線が印刷された紙を被検体の体表面に貼付した様子を例
示した図である。
【図５】図５は、変形例１に係る出力形態を説明するための図である。
【図６】図６は、変形例２に係る出力形態を説明するための図である。
【図７】図７は、第３の実施形態に係る手術予定線マーキング支援処理の流れを示したフ
ローチャートである。
【図８】図８は、第４の実施形態に係る超音波診断システムＳを説明するためのブロック
構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一
の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合に
のみ行う。また、各実施形態においては説明を具体的とするため、診断対象は乳房である
とする。しかしながら、これに拘泥されることなく、本発明に係る技術的思想は、乳房以
外の所定の臓器、例えば肝臓、膵臓等に対しても有効である。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。同図に示
すように、本超音波診断装置１は、装置本体１１、超音波プローブ１２、入力装置１３、
モニター１４、必要に応じて装置本体１１に接続される出力装置３２を具備している。
【００１１】
　超音波プローブ１２は、装置本体１１からの駆動信号に基づき超音波を発生し、被検体
からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられる整合
層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有している。
当該超音波プローブ１２から被検体に超音波が送信されると、当該送信超音波は、体内組
織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ
１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった反射することになっ
た不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルス
が、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ドプラ効果により
移動体の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００１２】
　なお、超音波プローブ１２は、三次元領域を超音波走査することが可能である揺動プロ
ーブ或いは二次元アレイプローブであるとする。揺動プローブとは、所定方向に配列され
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た複数の超音波振動子を当該配列方向に垂直な方向に沿って機械的に揺動させながら超音
波走査することが可能なプローブである。また、二次元アレイプローブとは、複数の超音
波振動子が二次元マトリックス状に配列され、超音波ビームの送受信方向を三次元的に制
御可能なプローブである。
【００１３】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむための各
種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有している。例えば、操
作者が入力装置１３の終了ボタンやＦＲＥＥＺＥボタンを操作すると、超音波の送受信は
終了し、当該超音波診断装置は一時停止状態となる。
【００１４】
　モニター１４は、画像生成ユニット２５からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や、血流情報を画像として表示する。
【００１５】
　出力装置３２は、後述する手術予定線マーキング支援機能に従う処理において取得され
た病変の実寸や手術予定線等を所定の形態で出力するためのプリンタ、プロジェクター、
レーザー出力装置等である。
【００１６】
　装置本体１１は、超音波送信ユニット２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユ
ニット２３、ドプラ処理ユニット２４、画像生成ユニット２５、画像メモリ２６、画像合
成ユニット２７、制御プロセッサ（ＣＰＵ）２８、記憶ユニット２９、インターフェース
ユニット３０を具備している。
【００１７】
　超音波送信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。パルサ回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で
、送信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では
、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時
間が、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイ
ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００１８】
　なお、超音波送信ユニット２１は、制御プロセッサ２８の指示に従って所定のスキャン
シーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有
している。特に送信駆動電圧の変更については、瞬間にその値を切り替え可能なリニアア
ンプ型の発信回路、又は複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現され
る。
【００１９】
　超音波受信ユニット２２は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有
している。アンプ回路では、超音波プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号をチャ
ンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定
するのに必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により
、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指
向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２０】
　Ｂモード処理ユニット２３は、超音波受信ユニット２２からエコー信号を受け取り、対
数増幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成
する。画像生成ユニット２５は、Ｂモード処理ユニット２３からの信号を反射波の強度を
輝度にて表したＢモード画像としてモニター１４に表示される。この時、エッジ強調や時
間平滑化、空間平滑化など、種々の画像フィルタも施され、ユーザの好みに応じた画質を
提供できるようになっている。
【００２１】
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　ドプラ処理ユニット２４は、超音波受信ユニット２２からから受け取ったエコー信号か
ら速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、
平均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は画像生
成ユニット２５に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画
像としてモニター１４にカラー表示される。
【００２２】
　画像生成ユニット２５は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表される
一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての超音波診断画像
を生成する。また、画像生成ユニット２５は、入力装置１３からの指示に応答して、走査
断面画像、ＭＰＲ画像、ボリュームレンダリング画像等を生成する。さらに、画像生成ユ
ニット２５は、後述する手術予定線マーキング支援機能に従う処理（手術予定線マーキン
グ支援処理）において、収集されたボリュームデータ内の平行する複数のＣ面で手術対象
部位（に対応するデータ）を切断し、各Ｃ断面に対応する複数の画像を生成する。なお、
当該画像生成ユニット２５に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれることがある。
【００２３】
　画像メモリ２６は、例えばフリーズする直前の複数フレームに対応する超音波画像を保
存するメモリである。この画像メモリ２６に記憶されている画像を連続表示（シネ表示）
することで、超音波動画像を表示することも可能である。
【００２４】
　画像合成ユニット２７は、画像生成ユニット２５から受け取った画像を種々のパラメー
タの文字情報や目盛等と共に合成し、ビデオ信号としてモニター１４に出力する。
【００２５】
　制御プロセッサ２８は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装
置本体の動作を制御する。制御プロセッサ２８は、記憶ユニット２９から画像生成・表示
等を実行するための制御プログラム、後述する手術予定線マーキング支援機能を実現する
ための専用プログラム等を読み出して自身が有するメモリ上に展開し、各種処理に関する
演算・制御等を実行する。
【００２６】
　記憶ユニット２９は、送受信条件、画像生成、表示処理を実行するための制御プログラ
ムや、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、ボディマーク生成プログ
ラム、後述する手術予定線マーキング支援機能を実現するための専用プログラムその他の
データ群が保管されている。また、必要に応じて、画像メモリ２６中の画像の保管などに
も使用される。記憶ユニット２９のデータは、インターフェースユニット３０を経由して
外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００２７】
　インターフェースユニット３０は、入力装置１３、ネットワーク、外部記憶装置に関す
るインタフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等のデータや解析結果等
は、当該インターフェースユニット３０よって、ネットワークを介して他の装置に転送可
能である。
【００２８】
　（手術予定線マーキング支援機能）
　次に、本超音波診断装置１の手術予定線マーキング支援機能について説明する。本機能
は、被検体の手術対象部位（患部、病巣部等）の断面の実寸輪郭、或いは当該実寸輪郭に
所定のマージンを加えた手術予定線を超音波画像に基づいて計算し、少なくとも一方を実
寸サイズで出力することで、手術時における手術対象部位のマーキングを支援するもので
ある。
【００２９】
　図２は、本実施形態に係る手術予定線マーキング支援機能に従う処理（手術予定線マー
キング支援処理）の流れを示したフローチャートである。同図に従って、手術予定線マー
キング支援処理について説明する。
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【００３０】
　［患者情報等の入力受等：ステップＳ１］
　まず、入力装置１３を介して患者情報、送受信条件（焦点深さ、送信電圧、画角や揺動
範囲等）等が入力される。画角や揺動範囲等は、手術対象部位を含むように設定される。
制御プロセッサ２８は、各種情報、条件を記憶ユニット２９に記憶する（ステップＳ１）
。
【００３１】
　［ボリュームスキャンの実行：ステップＳ２］
　次に、制御プロセッサ２８は、例えば超音波プローブ１２が揺動プローブである場合に
は、超音波振動子列を当該配列方向に垂直な方向に揺動させながら、複数の揺動角度（揺
動位置）に対応する各断面に超音波を送信し、その反射波を受信することで、手術対象部
位を含む三次元領域についてのボリュームスキャンを実行する（ステップＳ２）。或いは
、超音波プローブ１２が二次元マトリックス状に配列された二次元アレイプローブである
場合には、超音波ビームを三次元的に走査することで、手術対象部位を含む三次元領域に
ついてのボリュームスキャンを実行する。
【００３２】
　ステップＳ２において取得された各断面毎のエコー信号は、逐次超音波受信ユニット２
２を経由してＢモード処理ユニット２３に送られる。Ｂモード処理ユニット２３は、対数
増幅処理、包絡線検波処理等を実行し、信号強度が輝度で表現される輝度データを生成す
る。画像生成ユニット２５は、Ｂモード処理ユニット２３から受け取った輝度データを用
いて、各走査断面に対応する２次元画像（走査断面画像）を生成する。
【００３３】
　［画像再構成（ボリュームデータの生成）：ステップＳ３］
　画像生成ユニット２５は、生成された複数の走査断面画像データに対して実際の空間座
標系（すなわち、複数の走査断面画像データが定義される座標系）からボリュームデータ
空間座標系への座標変換を実行し補間処理を行うことで、ボリュームデータを再構成する
（ステップＳ３）。
【００３４】
　［複数のＣ面画像の生成：ステップＳ４］
　画像生成ユニット２５は、生成されたボリュームデータを用いて、複数のＣ面画像を生
成する（ステップＳ４）。すなわち、図３に示すように、画像生成ユニット２５は、例え
ば平行する複数のＣ面でボリュームデータ内の手術対象部位（に対応するデータ）を切断
し、各Ｃ断面に対応する複数のＣ面画像を生成する。（ステップＳ４）。
【００３５】
　［手術予定線の計算：ステップＳ５］
　次に、制御プロセッサ２８は、生成された複数のＣ面画像を用いて、実寸の手術予定線
を計算する（ステップＳ５）。例えば、制御プロセッサ２８は、例えば図３の右側に示す
ように、生成された各ＭＰＲ画像上における手術対象部位の輪郭を計算し、計算された各
輪郭の論理和による最大輪郭線を用いて、実寸の手術対象部位断面の輪郭を計算する。さ
らに、制御プロセッサ２８は、計算した実寸の手術対象部位断面の輪郭に、所定幅のマー
ジンを加えた輪郭を実寸の手術予定線として計算する。
【００３６】
　なお、実寸の手術対象部位断面の輪郭の計算手法は、上記例に拘泥されない。他の例と
しては、例えば、生成された各Ｃ面画像上における手術対象部位の断面の面積を計算し、
その中から最大面積である手術対象部位の断面を決定し、これを用いて実寸の手術対象部
位断面の輪郭を計算する。また、制御プロセッサ２８は、計算した実寸の手術対象部位断
面の輪郭に、所定幅のマージンを加えた輪郭を実寸の手術予定線として計算するようにし
てもよい。さらに、実寸の手術対象部位断面の輪郭に加算されるマージンの幅は、ユーザ
によってその都度決定してもよいし、予め装置に記憶されている推奨値を利用するように
してもよい。
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【００３７】
　また、ボリュームデータ内の手術対象部位（に対応するデータ）を切断する切断面は、
Ｃ面に拘泥されない。例えば、操作者からの入力に応答して、或いは自動的にボリューム
データに任意の切断面（ＭＰＲ面）を設定することができる。係る切断面を設定した場合
には、当該切断面上の手術対象部位の輪郭、手術予定線は、Ｃ面画像の実寸として計算さ
れる。
【００３８】
　［手術予定線の出力：ステップＳ６］
　次に、出力装置３２は、計算された実寸の手術予定線を所定の形態で出力する（ステッ
プＳ６）。本実施形態では、出力装置３２は、被検体の体表面に貼付可能な紙に印刷する
ものとする。このとき、当該貼付可能な紙を体表面上のいずれの位置に貼付するかの基準
となる基準マーカも同時に印刷される。この基準マーカとしては、現在の超音波プローブ
１２の体表上の配置位置等を採用することができる。術者は、現在の超音波プローブ１２
の位置と基準マーカとが合致するように、出力された紙を例えば図４に示すように被検体
の体表面に貼付することで、病変部、手術予定線等のマーキングを簡単且つ迅速に行うこ
とができる。
【００３９】
　なお、手術予定線を出力する紙としては、被検体の体表面に貼付可能なものに拘泥され
ない。例えば、実寸の手術予定線をトレースペーパーに出力し、これを基準マーカに合わ
せて配置し体表面に実寸の手術予定線を写し取るようにしても、同様の効果を得ることが
できる。
【００４０】
　また、手術予定線だけでなく、必要に応じて実寸の手術対象部位断面の輪郭も合わせて
出力するようにしてもよい。或いは、実寸の手術対象部位断面の輪郭のみを出力すること
も可能である。いずれを出力するかは、例えば入力装置１３からの指示により、任意に選
択することができる。
【００４１】
　なお、手術予定線の出力形態は、上記例に拘泥されず、他にも種々のものか考えられる
。以下、出力形態のバリエーションについて、以下実施例に従って説明する。
【００４２】
　（変形例１）
　本変形例に係る出力形態は、超音波プローブ１２と被検体との間に配置された熱感紙（
又は音感紙）に手術予定線を出力する（描出する）ものである。
【００４３】
　図５は、本変形例１に係る出力形態を説明するための図である。同図に示すように、超
音波プローブ１２と被検体の体表面との間に熱感紙（又は音感紙）を配置する。制御プロ
セッサ２８は、手術予定線の輪郭を描出するために、ビーム方向や音圧等の送信条件を決
定し、決定された送信条件に従って超音波送信ユニット２１を制御する。当該制御に従っ
て送信される超音波ビームにより、熱感紙（又は音感紙）上に手術予定線が描出されるこ
とになる。
【００４４】
　なお、広範囲な手術予定線を熱感紙（又は音感紙）上に描出するためには、超音波プロ
ーブ１２を体表に沿って移動させる必要がある。係る場合には、取得済みのボリュームデ
ータと現在の超音波プローブ１２の位置において取得される二次元画像との位置対応付け
を行うことで、超音波プローブ１２を移動すべき方向を判定することができる。さらに、
判定された移動すべき方向を例えばモニター１４等に表示等することで、操作者の超音波
プローブ１２の移動を支援することが好ましい。
【００４５】
　（変形例２）
　本変形例に係る出力形態は、プロジェクター（映像投影装置）によって被検体の体表面
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に手術予定線を出力する（映し出す）ものである。
【００４６】
　図６は、本変形例２に係る出力形態を説明するための図である。同図に示すように、例
えば被検体が搭載された寝台の真上に配置されたセンサー４０により、現在の超音波プロ
ーブ１２の位置をリアルタイムで計測する。センサー４０によって計測された超音波プロ
ーブ１２の位置は、プロジェクター４２に逐次転送される。プロジェクター４２は、イン
ターフェースユニット３０を介して制御プロセッサ２８から取得した実寸の手術予定線を
、転送された超音波プローブ１２の位置を基準として、被検体体表面に投影する。
【００４７】
　（変形例３）
　本変形例に係る出力形態は、生体を傷つけないレーザー等によって被検体の体表面に手
術予定線を出力する（映し出す）ものである。本変形例３の場合は、収集されたボリュー
ムデータから算出された手術予定線の位置に対応する体表面にレーザー機能を具備した超
音波プローブを使用して体表面に手術予定線を描出してもよい。また、本変形例３の場合
も同様に、センサー４０により、現在の超音波プローブ１２の位置をリアルタイムで計測
する。センサー４０によって計測された超音波プローブ１２の位置は、レーザー出力装置
に逐次転送される。レーザー出力装置は、インターフェースユニット３０を介して制御プ
ロセッサ２８から取得した実寸の手術予定線を、転送された超音波プローブ１２の位置を
基準として、被検体体表面に投影する。
【００４８】
　（効果）
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００４９】
　本超音波診断装置によれば、被検体の手術対象部位を含む三次元領域をボリュームスキ
ャンし、ボリュームデータを取得する。取得したボリュームデータを用いて、複数のＣ断
面画像を生成し、手術対象部位の最大輪郭等を計算する。計算された最大輪郭等を用いて
、手術対象部位の断面の実寸輪郭、或いは当該実寸輪郭に所定のマージンを加えて決定さ
れる手術予定線を計算し、実寸サイズで出力する。従って、術者は、手術時の手術対象部
位形状のマーキングを迅速且つ簡単に実行することができ、マーキングされた実寸輪郭、
手術予定線を用いて、すぐに手術へと移行することができる。その結果、超音波探触子の
位置を何度も変えながら数十回に分けて手術対象部位を確認しながらマーキングをする必
要がなく、手術時の手術対象部位形状のマーキングにおける作業負担を軽減させることが
できる。
【００５０】
　また、超音波画像を用いて手術対象部位の実寸輪郭、手術予定線を計算し出力している
。従って、従来に比して精度の高い手術対象部位形状のマーキングを実現することができ
、医療作業の質の向上に寄与することができる。
【００５１】
　また、手術対象部位の実寸輪郭、手術予定線を、被検体表面に貼付するシートへの描出
、被検体と超音波プローブとの間に配置された熱感紙又は音感紙への描出、被検体表面へ
の映像投影、生体を傷つけないレーザー等による映し出し等の種々の形態によって出力す
ることができる。従って、手術環境や被検体、術者の特性に応じて所望する出力形態を選
択し、手術時の手術対象部位形状のマーキングを簡単且つ迅速に行うことができる。
【００５２】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、被検体を寝台に搭載し撮像を行う医用画像診断装置（例えば、Ｘ線
診断装置、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置、磁気共鳴イメージング装置、核医学診断装置
等）に適用する場合である。
【００５３】
　これらの装置においても、手術対象部位を含む三次元領域についてのボリュームデータ
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を取得し、実質的に第１の実施形態と同様の手法にて、手術予定線等の計算を行う。計算
によって得られた手術予定線等は、第１の実施形態或いはいずれかの変形例に係る出力形
態にて出力される。
【００５４】
　このとき、被検体の体表面に貼付するための紙の出力や、プロジェクター或いはレーザ
ーによる手術予定線の投影は、寝台（例えば天板）の所定位置を基準として実行される。
すなわち、寝台上の被検体に対するスキャン範囲（すなわち、ボリュームデータの取得範
囲）は、寝台の天板上の三次元座標系として容易に定義することができる。従って、例え
ば、手術予定線と共に印刷される基準マーカは、実寸の手術予定線を寝台天板上の三次元
座標系の所定位置に配置するためのものとして、例えば寝台の天板上の所定の基準位置に
合わせる形態にて印刷される。また、寝台天板上の三次元座標系におけるボリュームデー
タの位置や体表面の位置に基づいて、プロジェクターやレーザーによって実寸の手術予定
線を被検体の体表面に投影することも可能である。
【００５５】
　以上述べた構成によっても、医用画像診断装置を用いて第１の実施形態と同様の効果を
実現することができる。
【００５６】
　（第３の実施形態）
　第１、第２の実施形態では、ボクセルボリュームデータを生成した後、当該ボクセルボ
リュームデータを切断する複数のＣ面画像上において、手術対象部位等の輪郭を抽出する
ものであった。これに対し、本第３の実施形態に係る手術予定線マーキング支援機能は、
ボクセルボリュームデータ上において手術対象部位等の輪郭を抽出し、当該ボクセルボリ
ュームデータを任意断面で切断することで、当該任意断面に対応するMPR画像で実寸の手
術予定線等を計算し出力するものである。
【００５７】
　なお、説明を具体的にするため、超音波診断装置において本実施形態に係る手術予定線
マーキング支援機能場合を例とする。しかしながら、当該例に拘泥されず、第２の実施形
態と同様に、被検体を寝台に搭載し撮像を行う医用画像診断装置ついても適用可能である
。
【００５８】
　図７は、本実施形態に係る手術予定線マーキング支援処理の流れを示したフローチャー
トである。同図に従って、手術予定線マーキング支援処理について説明する。なお、ステ
ップＳ１１～Ｓ１３は、図２のステップＳ１～Ｓ３と実質的に同様である。従って、以下
、ステップＳ１４～Ｓ１７の各処理の内容について説明する。
【００５９】
　［セグメンテーション（輪郭抽出）：ステップＳ１４］
　画像生成ユニット２５は、生成されたボリュームデータに対してセグメンテーション処
理（領域抽出処理）を実行し、被検体の出術対象部位の輪郭を抽出する（ステップＳ１４
）。このセグメンテーション処理は、どのような手法によって実現してもよい。典型例と
しては、閾値処理により所定の値以上のボクセル値を有するボクセルを抽出する等の手法
を採用することができる。
【００６０】
　［手術予定線の計算：ステップＳ１５］
　次に、画像生成ユニット２５は、手術対象部位の輪郭が抽出されたボリュームデータに
任意の切断面を設定し、当該切断面をＣ面に投影した場合の実寸の手術対象部位断面の輪
郭、当該輪郭に所定幅のマージンを加えた実寸の手術予定線として計算する。（ステップ
Ｓ１５）。なお、切断面は、Ｃ面に平行する面に拘泥されず、操作者からの入力に応答し
て、或いは自動的にボリュームデータの所定の位置に設定される。自動的に設定する場合
、当該切断面は、手術対象部位をできる限り広い面積で切断するように設定することが好
ましい。例えば、抽出した手術対象部位の重心を計算し、当該重心を中心とし手術対象部
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位の輪郭に内接或いは外接する円（或いは楕円）のうち最大となる直径（或いは長軸）を
含む平面を計算し、これを断面として設定する等の手法によって設定することができる。
【００６１】
　［手術予定線の出力：ステップＳ１６］
　次に、出力装置３２は、計算された実寸の手術予定線を所定の形態で出力する（ステッ
プＳ１６）。実寸の手術予定線の出力形態のバリエーションについては、既述の通りであ
る。
【００６２】
　以上述べた構成によっても、第１の実施形態と同様の効果を実現することができる。特
に、本実施形態に係る例では、ボリュームデータに対して任意の切断面を設定し、当該切
断面上の手術対象部位の輪郭、手術予定線をＣ面に投影して出力する。従って、手術対象
部位の最大径を出力する輪郭或いは手術予定線に反映させることができ、より精度が高く
安全に手術時のマーキングを行うことができる。
【００６３】
　（第４の実施形態）
　本実施形態は、第１～第３のいずれかに係る手術予定線マーキング支援機能を、超音波
診断装置と超音波画像処理装置からなる超音波診断システム、或いは医用画像診断装置と
医用画像処理装置とからなる医用画像診断システムによって実現するものである。なお、
以下においては、説明を具体的にするため、超音波診断装置と超音波画像処理装置からな
る超音波診断システムによって実現する場合を例とする。
【００６４】
　図８は、超音波診断装置１と超音波画像処理装置５からなる超音波診断システムＳを説
明するためのブロック構成図である。同図に示すように、超音波画像処理装置５は、例え
ば医用ワークステーション等によって実現され、記憶ユニット５０、画像生成ユニット５
１、表示処理ユニット５２、制御プロセッサ５３、表示ユニット５４、インターフェース
ユニット５５、操作ユニット５６を具備している。
【００６５】
　記憶ユニット５０は、予め取得された超音波画像、ネットワークを介して超音波診断装
置１から送信された超音波画像を格納する。画像生成ユニット５１は、既述の手術予定線
マーキング支援処理を実行する。表示処理ユニット５２は、画像処理ユニット５０におい
て生成・処理された各種画像データに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）
、コントラスト、γカーブ補正、ＲＧＢ変換等の各種を実行する。制御プロセッサ５３は
、既述の手術予定線マーキング支援機能を実現するための専用プログラム等を読み出して
自身が有するメモリ上に展開し、各種処理に関する演算・制御等を実行する。表示ユニッ
ト５４は、超音波画像等を所定の形態で表示するモニターである。インターフェースユニ
ット５５は、ネットワーク接続や他の外部記憶装置等の接続のためのインタフェースであ
る。操作ユニット５６は、各種指示を取り込むためのスイッチ、ボタン、トラックボール
、マウス、キーボード等を有している。
【００６６】
　本超音波診断システムＳを用いて図２に示した手術予定線マーキング支援処理を行う場
合には、例えば、ステップＳ１、ステップＳ２の各処理が超音波診断装置１において実行
され、ステップＳ３～Ｓ６の各処理が超音波画像処理装置５において実行される。或いは
、ステップＳ１～ステップＳ３の各処理を超音波診断装置１において実行し、ステップＳ
４～Ｓ６の各処理を超音波画像処理装置５において実行することも可能である。
【００６７】
　同様に、本超音波診断システムＳを用いて図７に示した手術予定線マーキング支援処理
を行う場合には、例えば、ステップＳ１１、ステップＳ１２の各処理が超音波診断装置１
において実行され、ステップＳ１３～Ｓ１７の各処理が超音波画像処理装置５において実
行される。或いは、ステップＳ１１～ステップＳ１３の各処理を超音波診断装置１におい
て実行し、ステップＳ１４～Ｓ１７の各処理を超音波画像処理装置５において実行するこ
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【００６８】
　以上述べた構成によっても、第１～第３の各実施形態において述べた効果を実現するこ
とができる。
【００６９】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００７０】
　本実施形態に係る各機能（手術予定線マーキング支援における各機能）は、当該処理を
実行するプログラムをワークステーション等のコンピュータにインストールし、これらを
メモリ上で展開することによっても実現することができる。このとき、コンピュータに当
該手法を実行させることのできるプログラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）
ディスク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メ
モリなどの記録媒体に格納して頒布することも可能である。
【００７１】
　（２）上記各実施形態においては、手術予定線のマーキングを支援する場合を例として
説明した。しかしながら、本願発明の技術的思想は、手術の際の利用に拘泥されず、例え
ば放射線治療装置を用いて患部に放射線を照射し治療する場合において、その照射範囲を
マーキングする場合においても、利用することが可能である。
【００７２】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００７３】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニター、２１…超音波送信ユニット、２２…超音波受信ユニット、２３…Ｂモード処理
ユニット、２４…ドプラ処理ユニット、２５…画像生成ユニット、２６…画像メモリ、２
７…画像合成ユニット、２８…制御プロセッサ（ＣＰＵ）、２９…記憶ユニット、３０…
インターフェースユニット、３２…出力装置
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